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その写真大丈夫？～自画撮り被害の防止について～
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自画撮り被害とは？

多くの人と簡単に繋がることができるようになった現在、自画撮りによる被害も問題となっています。
あなたが撮影した画像や動画であっても、その取り扱いには十分注意しなければなりません。
今回は自画撮りによる被害と対策について紹介します。

SNSなどを通じて知り合った人にだまされたり脅されたりして、自分の裸や下着姿の画像や動画等
をメール等で送らされる被害を指します。このようにして、相手に一旦送信してしまった画像や動画
は、あなたの知らないところで共有されたり、拡散されてしまうことがあります。

二人だけの秘密だよ…
「絶対に他人には見せない」「自分のことが好きなら画像を送ってほしい」などと言い、あなたに

裸や下着姿の画像を送信させます。そのようにして手に入れた画像や動画は、あなたを脅す道具とな
り、更に過激な画像や動画やわいせつな行為を強要されることにつながる可能性があります。

私も送るから、あなたも…
相手が画像を先に送り、「こちらからも送らなければいけない」ような状況を作ってきます。
しかし、その画像が送られてきたからといって、あなたが画像を送る理由にはなりません。
相手が勝手に送ってきたのですから、画像の交換を求めてきても、送り返す必要はありません。

情報がさらされる…
SNSやゲームを通じて仲良くなった人から自画撮りを要求され、拒否をすると、

「氏名や住所などを公開する」「投稿の内容を学校に伝える」などと脅され、不安にな
り、相手の言うがままに自画撮りを送信してしまうというケースもあります。
まずは、あなたを特定できる情報をむやみに人に伝えたり公開しない、よく知らない

人などからの要求には応じないことを徹底しましょう。

□顔・体の写真は送らないと決めている。 □怪しいアカウントはブロックしている。
□ネットで知り合った人に個人情報を見せていない。 □困った時に相談できる大人がいる。

・下着姿や裸、プライベートゾーン※が写っている写真は送信しない。
・嫌なものは「嫌」と言う、断る勇気を持つ。
・自画撮りを要求された時には必ず周りに相談をする。

被害に遭ったらひとりで抱え込まず、すぐ相談をしましょう。
・警察安全相談室 #9110 058-272-9110
・性犯罪被害者相談電話 #8103 0120-72-8103または 058-273-6503
・ヤングテレホンコーナー 0120-783-800

被害はこうして発生します

自画撮り被害防止の為に

自画撮り被害防止のため、今のあなたをチェックしましょう

※一般に、水着や下着で隠れる部分に口を加えた、他人に見せたり触らせてはいけない、あなたの体の大切な
部分をさします。

「画像を送信する」という行為には、次のようなリスクがあります。
・渡した画像や動画を「誰が」「どのように」利用するか、あなたが管理できなくなる。
・一度インターネット上に出回った画像や動画は、あなたの意思では拡散を止められなくなる。
・ネット上で拡散してしまった画像や動画は、世の中から完全に消し去ることはできない。
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